
項目番号 取組項目

(1)－① 伝わる広報の推進

(2)－② 投票区の見直し

(3)－④
メンタルヘルス対策の充
実

毎月1回職員との面談により，メンタルヘルスケアを行い，長期休
暇者0人を継続する。

広報紙やホームページを活用し，選挙に対する意識の向上に努め
る。

積極的に行財政改革を推進し，公正，公平を基として選挙執行の効率的な仕組みをつくります。

　・選挙管理委員会事務局の約束

○選挙管理委員会事務局の約束

・選挙管理委員会事務局長の基本姿勢

選挙管理委員会事務局は，公正，公平な選挙の執行を推進するとともに，有権者一人ひとりが
豊かな政治常識を備え，主権者としての自覚を持つように，選挙に対する意識の向上に取り組
みます。

平成２５年度目標

・三次市内全域について，各投票区ごとの有権者数，地域性を考
慮し，見直し（案）を作成する。
・農業委員会極小投票区について見直す。


